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第３章 河 川

第１節 生活排水対策

１ 生活排水対策の現況

河川等公共用水域の水質汚濁の主な要因の一つが、家庭の台所、浴室等から未処理のまま排出

される生活排水であることから、河川浄化対策を推進する上で、生活排水対策が重要な課題とな

っています。

平成２年９月には水質汚濁防止法が改正され、生活排水対策重点地域の指定による重点的な取

組など、生活排水対策の推進が規定されました。これを受け、平成３年８月に、都城市及び三股

町の一部地域を「生活排水対策重点地域」に指定し、大淀川上流域の生活排水対策を行っていま

す。また、平成５年度には「宮崎県生活排水対策総合基本計画」を策定（平成10年３月改訂）し、

広域的な観点から生活排水対策を総合的かつ計画的に推進しました。平成13年度には、それに続

く「第２次宮崎県生活排水対策総合基本計画」を策定（平成27年３月２次改訂）し、生活排水に

よる河川等の汚濁の原因が県民自身にあることを県民が認識することを第一の目標に掲げ、その

上で、「生活排水処理施設の整備」というハード面の対策と「県民啓発」というソフト面の対策

の両面から推進し、これらの対策を「県と市町村」、「県民と行政」、「流域の上流と下流」な

ど立場の異なる機関や人の連携により、生活排水対策のさらなる推進を図りました。

現在は、令和２年度に策定した「第三次宮崎県生活排水対策総合基本計画」に基づき、「生活

排水処理施設の早期整備」、「持続可能で効率的な運営管理」、「県民啓発」の３つの対策を大

きな柱とした取組を推進することによって、令和12年度における県全体の生活排水処理率を91.8

％まで引き上げるという目標を達成できるよう、さらなる推進を図ることとしています。

この計画の初年度である令和３年度における県全体の生活排水処理率は83.5％となっています。
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令和３年度 市町村生活排水処理状況

（注）１ 人口は令和４年３月末現在。

２ 農業集落排水施設等には漁業集落排水施設及び簡易排水施設を含む。

３ 合併処理浄化槽等にはコミュニティ・プラントを含む。

（令和３年度末現在、コミュニティ・プラントの該当はない。）

２ 生活排水処理施設の整備

(1) 公共下水道

公共下水道は、公共用水域の水質保全や生活環境の改善等を目的に、主として市街地におけ

る生活排水等を処理するものです。

公共下水道の建設及び管理は原則として市町村が行い、令和３年３月末現在で宮崎市外７市

７町２村が事業を実施し、32処理場の供用を行っています。

(2) 農業集落排水施設

農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、並びに農村

生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的としており、農業振興地域内の処理対象人口

農業集落排水施設等*2

計

宮 崎 市 399,876 375,670 342,042 10,951 22,677 93.9% 85.5% 2.7% 5.7%

都 城 市 161,436 130,241 59,369 8,918 61,954 80.7% 36.8% 5.5% 38.4%

延 岡 市 118,369 107,911 88,484 4,405 15,022 91.2% 74.8% 3.7% 12.7%

日 南 市 50,480 30,417 16,798 583 13,036 60.3% 33.3% 1.2% 25.8%

小 林 市 43,614 31,843 8,578 4,042 19,223 73.0% 19.7% 9.3% 44.1%

日 向 市 59,598 48,919 32,499 2,166 14,254 82.1% 54.5% 3.6% 23.9%

串 間 市 17,220 10,933 2,683 464 7,786 63.5% 15.6% 2.7% 45.2%

西 都 市 28,996 23,238 13,823 1,686 7,729 80.1% 47.7% 5.8% 26.7%

え び の 市 18,076 12,495 0 12,495 69.1%

三 股 町 26,046 19,400 7,336 1,430 10,634 74.5% 28.2% 5.5% 40.8%

高 原 町 8,920 5,419 0 426 4,993 60.8% 4.8% 56.0%

国 富 町 18,819 11,384 6,097 5,287 32.4% 28.1%

綾 町 7,087 5,554 2,915 116 2,523 78.4% 41.1% 1.6% 35.6%

高 鍋 町 19,825 12,071 6,293 5,778 31.7% 29.1%

新 富 町 17,002 11,878 0 11,878 69.9%

西 米 良 村 1,059 917 409 77 431 86.6% 38.6% 7.3% 40.7%

木 城 町 4,964 4,313 3,442 871 69.3% 17.5%

川 南 町 15,142 8,856 2,586 684 5,586 58.5% 17.1% 4.5% 36.9%

都 農 町 10,256 5,869 0 5,869 57.2%

門 川 町 17,472 14,240 0 847 13,393 81.5% 4.8% 76.7%

諸 塚 村 1,496 1,447 201 35 1,211 96.7% 13.4% 2.3% 80.9%

椎 葉 村 2,581 2,314 0 39 2,275 89.7% 1.5% 88.1%

美 郷 町 4,922 4,674 0 2,043 2,631 95.0% 41.5% 53.5%

高 千 穂 町 11,466 10,139 3,367 6,772 88.4% 29.4% 59.1%

日 之 影 町 3,643 2,579 0 226 2,353 70.8% 6.2% 64.6%

五 ヶ 瀬 町 3,498 2,502 0 2,502 71.5% 71.5%

県 合 計 1,071,863 895,223 596,922 39,138 259,163 83.5% 55.7% 3.7% 24.2%

合併処理浄化槽等*3

市町村名
令和３年度

人口 *1

生活排水処理人口*1 生活排水処理率　

計 公共下水道 合併処理浄化槽等*3 計 公共下水道 農業集落排水施設等*2
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おおむね1,000人程度に相当する規模以下を単位として実施するものです。

令和３年３月末現在で、宮崎市外７市５町の62処理区（内３処理区は公共下水道接続済）で

供用を行っています。

(3) 漁業集落排水施設

漁業集落排水事業は、漁業集落の生活環境の向上、漁業及び周辺海域の水質保全を目的とし

ており、漁港背後集落の漁業依存度（対象集落における総生産額に対する漁業生産額の割合）

又は漁家比率（対象集落における総世帯数に対する漁業を営む世帯数の割合）が１位で、対象

人口の要件を満たす漁業集落で整備を実施するものです。

漁業集落排水施設は、北浦漁港外６漁港で整備し、現在、供用を行っています。

(4) 合併処理浄化槽

ア 合併処理浄化槽の整備

合併処理浄化槽は、家屋の新築時などに比較的容易に設置することができ、家屋が散在し

ている地域や、公共下水道などの整備が当分の間見込めない地域で重要な役割を果たすもの

です。

このため、県では、合併処理浄化槽の普及促進を図るため、平成元年度から市町村が実施

する合併処理浄化槽の設置補助事業に対し助成を行っており、平成５年度からは県内全市町

村でこの事業に取り組んでいます。平成27年度以降は、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合

併処理浄化槽への転換を行う場合に限って補助しており、転換による汚水処理未普及解消に

重点をおいた助成を行っています。

このほか、平成17年度からは、市町村が設置し維持管理を行う、市町村設置型浄化槽の整

備事業に対しても助成を行っています。

さらに、平成26年度からは単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う際の単独処

理浄化槽撤去費の補助を、令和２年度からは同じく単独処理浄化槽からの転換を行う際の宅

内配管工事費の補助を、令和３年度からはくみ取り槽からの転換に伴う宅内配管工事費の補

助をそれぞれ開始し、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換促進を図っ

ています。

イ 浄化槽維持管理体制の整備

浄化槽の維持管理は、個々の浄化槽管理者の義務となっており、また、設置基数が非常に

多いことから、維持管理を確実にするためには、適正な維持管理体制の整備が必要です。

このため、県では、平成９年度に県内に設置された浄化槽の情報を管理する台帳システム

を構築し、また、関係機関・団体と一体となって、維持管理体制の整備に努めています。

特に、法定検査は、保守点検、清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかを判

定するもので、適正な維持管理を確保する上で重要です。このことから、浄化槽の設置時に

実施する浄化槽法第７条に基づく検査は、浄化槽設置に関する届出時に検査手数料を前納す

ることとし、また、浄化槽法第11条に基づく検査は、平成22年度から未受検者に対する受検

啓発活動を行っております。さらに、モデル地域を設定して、法定検査を受検しやすくする

仕組である「受検手続き代行」や「一括契約」に取組んでおり、今後、県内全域に普及・展

開することとしております。これにより令和３年度の法定検査の実施率は57.1％となりまし

た。

また、平成16年度からは浄化槽を設置しようとする方を対象に使用する際の注意事項や維

持管理など浄化槽に関する正しい知識を習得し、適正な維持管理を行っていただくことを目

的として浄化槽設置者講習会を実施しており、令和３年度は78回開催しました。

３ 生活排水適正処理啓発の推進

河川浄化の推進を図るため、生活排水が河川汚濁の大きな原因であること、家庭や地域での取
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組が大切であることなどを広く県民に周知するために、平成５年度から平成18年度までテレビス

ポット広告を制作し、地元民放テレビ局で放映しました。

また、県民による河川浄化活動を推進するため、流域単位の河川浄化活動や住民の河川浄化活

動を支援する市町村に対し、平成14年度からその経費の一部を助成しています。

さらに、浄化槽の適正管理を推進するために、平成27年度から県、市町村、浄化槽関係団体等

が一体となった一斉啓発活動を実施しています。

第２節 その他の河川浄化対策

１ 河川浄化対策の広域的な取組

国、県、市町村による広域的な水質保全対策を推進するため、各種の協議会等が設置されてい

ます。

広域的な水質保全対策協議会等

名 称 事 務 局

大淀川サミット実行委員会 宮崎市

大淀川水系水質汚濁防止対策連絡協議会 国土交通省宮崎河川国道事務所

小丸川水系水質汚濁防止対策連絡協議会 国土交通省宮崎河川国道事務所

五ヶ瀬川水系水質汚濁防止連絡協議会 国土交通省延岡河川国道事務所

川内川水系水質汚濁対策連絡協議会 国土交通省川内川河川事務所

五十鈴川流域森と水を守る協議会 門川町

耳川水系汚濁防止協議会 日向市

一ツ瀬川水系濁水対策推進協議会 西都市

一ツ瀬川水系河川をきれいにする連絡協議会 西都市

小林地区大淀川水系河川愛護対策協議会 小林市

石崎川水系環境保全対策連絡協議会 宮崎市

清武川水系汚濁防止協議会 宮崎市

２ 多自然川づくりの推進

河川改修については、自然との共生を目指した「多自然川づくり」を進めています。

地域住民の河川浄化意識の高揚を図り、自然豊かで魅力ある川づくりを推進することにより、

川が本来有している浄化機能を保全しています。


